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はじめに

わが国の自殺者数は、平成１０年に ３ 万 人を超

え、 その後 も３ 万 人 前 後 と高い水準が続 い ており

ました。平成２２年 以 降は減少傾 向にあるものの、

依然 として 毎年 ２ 万 人 以 上の方が亡くな っ ていま

す。 また、 主要 先 進 ７ カ 国の中で自殺死 亡 率が最

も高 い国と なっ て い る こ とから、非常事 態 が続い

てい る状態 にあ り ま す 。

青 梅市 に おいて も、毎年 ３ ０人 程 度 の市民の方が自 ら 尊 い 命を絶

ってい ます。

自殺の 背 景には 、精神保 健 上の 問 題 だけなく、過労 、 生 活 困窮、

育児や 介護疲れ 、いじめ や孤立など の 様 々 な社 会 的 要因があること

が知ら れており 、まさに 「誰にでも 起 こ り 得る 危 機 」であります。

青梅市 で は、自 殺対策の 一 環と し て 、保健、医療、 福 祉 、 教育そ

の他の 関連施策 との連携 の推進、ゲ ー ト キ ーパ ー 養 成研修や市民向

けの自 殺対策啓 発事業を 実施するな ど の 対 策に 加 え 、平成２９年度

からは 関係機関 の協力の もと、多摩 川 に 架 かる 橋 梁 からの自殺防止

対策に も取り組 んでおり ます。

今回策 定 した青 梅市自殺 総 合対 策 計 画では、これら の 取 り 組みを

計画的 に推進す るととも に、本計画 を 関 係 機関 と の 連携や協力を一

層深め ていくた めの指針 とも位置付 け て お りま す 。

今 後も 各 施策の 実現に向 け 努力 し て まいりますので 、 市 民 の皆様

の御理 解と御協 力をお願 いいたしま す 。

最 後に 、 本計画 の策定に 当 たり 、 御 指導、御協力を い た だ きまし

た関係 機関の皆 様方に厚 くお礼申し 上 げ ま す。

平 成３ １ 年３月

青梅市長  浜中  啓一
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第１章  計画の策定にあたって

１  計画策定の趣旨

全国の年間自殺 者数は、 平 成１０ 年に 急 増し、 その 後 も３ 万人

前後と高い水準が続いて いました 。こ のよ うな 状況 から 国は、平

成１８年に「自殺対 策 基本 法 1」（ 以 下「 基 本 法 」と い う 。）、平

成１９年には「基本法」 にもとづ き政 府が 推進 すべ き自 殺対策の

指針として定める「自殺総合 対策 大綱 」（ 以下「大 綱 」と いう 。）

を策定し、自殺対策が始 まりまし た。  

平 成 ２ ２ 年 以降 、 自 殺 総 合 対策 に より 自 殺者数 は減 少 しま した

が、今なお２万人を超え る水準で 推移 して いま す。 「基 本法」の

施行から１０年の節目に 当たる平 成２ ８年 には 「基 本法 」が改正

され、自殺対策を地域レ ベルで推 進し てい くこ とと し、 市町村に

自殺対策計画の策定が義 務付けら れま した 。  

青 梅 市 で は 、平 成 ２ ９ 年 に 改正 さ れた 「 大綱」 にあ る 、自 殺対

策は「生きることの包括 的な支援 」と して 実施 され るこ とを基本

理念に、自殺には多様か つ複合的 な原 因お よび 背景 があ ることを

踏まえ、自殺対策を保健 、医療、 福祉 、教 育、 労働 、そ の他の関

連施策との有機的な連携 により「 誰も 自殺 に追 い込 まれ ることの

ない社会の実現」に向け 、本計画 を策 定し ます 。  

1  自 殺 対 策 基 本 法  
自 殺 の 防 止 と 自 殺 者 の 親 族 等 へ の 支 援 の 充 実 を 目 的 と し て 制 定 さ れ た 法

律 。法 制 化 に 向 け て 全 国 で 署 名 活 動 が 行 わ れ た 。平 成 １ ８ 年 ６ 月 ２ １ 日 に 公

布 、同 年 １ ０ 月 ２ ８ 日 に 施 行 。施 行 か ら １ ０ 年 の 節 目 に 当 た る 平 成 ２ ８ 年 ３

月 に 改 正 、 同 年 ４ 月 1 日 に 施 行 さ れ た 。
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２  計画の位置づけ

 本 計 画 は 、「 基 本 法 」 第 １３ 条 第 ２ 項に もとづ く 「市 町村自 殺対

策計画」で、青梅市の自殺対策 を進 め るた めの方 向 性や 目的を 定め

るものです。国の大綱や東京都 の「 東 京都 自殺総 合 対策 計画」 を踏

まえるとともに、「青梅市総合 長期 計 画」 の部門 計 画の ひとつ であ

る「青梅市健康増進計画」にも とづ く 、か らだと こ ころ の健康 づく

りと連動する計画として策定す るも の です 。

青梅市地域福祉計画

青梅市総合長期計画

青 梅 市 食 育 推 進 計 画

青 梅 市 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画

青 梅 市 介 護 保 険 事 業 計 画

青梅市障害者計画、 障害福祉計画、 障害児福祉計画

青 梅 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画

【 国 】

自 殺 総 合 対 策大 綱

【 東 京 都 】

東京都自殺総合対策計画

青 梅 市 健 康 増 進 計 画

連 携

青 梅 市 自 殺 総 合 対 策 計 画
連携
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３  青梅市の自殺対策の考え方

○  市 民 の 主 体 的 な 健 康 づ く り や つな が りを 醸 成し 、対 策 を進 め

ます。  

○  市 民 だ け で は な く 、 青 梅 市 を 訪 れ る 観光 客 等も 広く 自 殺対 策

の対象者として 捉 えていき ます 。  

○  全 庁 的 な 取 り 組 み と し て 、 各 部 署 で 所管 す る自 殺対 策 に関 わ

る取り組みを推 進 します。  

４  計画期間

本計画期間は、 次期の改 定 を健康 増進 計 画に合 わせ る ため 、平

成３１（２０１９）年度 から平成 ３６ （２ ０２ ４） 年度 までの６

年間とします。  

た だ し 、 自 殺 の 実 態 の 分 析 結 果 や 社 会 情 勢 の 変 化 等 を 踏 ま え 、

評価・検証を行いながら、適宜 内容 の見 直し を行うこ とと しま す。  

５  数値目標

大綱における全 国の数値 目 標に合 わせ 、 青梅市 にお い ても 平成

３８（２０２６）年まで に、自殺 死亡 率（ 人口 １０ 万人 当たりの

自殺者数）を平成２７年 と比較し て３ ０％ 以上 減少 させ ることを

目標とします。  

平成２７（２０１５）年の自殺死亡率２０．６  

平 成 ３ ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年 ま で に １ ４．４ 以下  

３０％以 上減少  
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第２章  青梅市の自殺をめぐる現状

１  青梅市の自殺の現状 2

(1) 自 殺 者 数の 推 移

青梅 市 の自 殺 者 数の 推 移を 、 厚 生労 働 省の 「 人 口動 態 統 計 3」

で み る と、平 成 ２ ９ 年 は ２ ２ 人と なっ てい ます。過 去 １ ０ 年間に

おける自殺者数は年間３０人程 度 で推 移し てお り、国や 東京 都と

同様におおむね減少傾向にあり ま す。  

   ま た 、男 女 比 に つ い て も 、国 や 東 京 都と 同様に 、男 性 の 自 殺者

が女性の約２倍となっています 。 （図 １か ら図 ３）  

2統 計 デ ー タ の 留 意 点
１  「 ％ 」 は 、 そ れ ぞ れ の 割 合 を 小 数 点 第 ２ 位 で 四 捨 五 入 し て 算 出 し て い

る た め 、 全 て の 割 合 を 合 計 し て も １ ０ ０ ％ に な ら な い こ と が あ る 。

２  単 年 度 で 比 較 す る と ば ら つ き が あ る デ ー タ に つ い て は 、 直 近 ５ 年 間 の

平 均 ・ 合 計 値 を 採 用 し て い る 。
3 人 口 動 態 統 計

  日 本 に お け る 日 本 人 （ 外 国 人 は 含 ま な い ） を 対 象 と し 、 住 所 地 を 基 に 死

亡 時 点 で 計 上 し て い る 。 自 殺 、 他 殺 あ る い は 事 故 死 の い ず れ か 不 明 の 時 は

自 殺 以 外 で 処 理 し て お り 、 死 亡 診 断 書 等 に つ い て 自 殺 の 旨 の 訂 正 報 告 が な

い 場 合 は 、 自 殺 に 計 上 し な い 。
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(2) 自 殺 死 亡率 の 推 移

過去 １ ０年 間 に おけ る 青梅 市 の 自殺 死 亡率 4は 、 平 成 ２ １ 年 を

ピ ー ク に 国 や東 京 都 と 同様に減少傾向にあります。  

平 成 ２ ９ 年 は 全 国 １ ６ ． ４ 、 東 京 都 １ ４ ． ６ に 対 し 、 青 梅 市

は１６．２となっています。（図４）  

4 自 殺 死 亡 率
人 口 １ ０ 万 人 当 た り の 自 殺 者 数 。人 口 動 態 統 計 に お け る 自 殺 死 亡 率 で は 、

各 年 １ ０ 月 1 日 時 点 の 人 口 を 用 い て 算 出 し て い る 。  

  人 口 動 態 統 計 に お け る 自 殺 死 亡 率 の 算 出 方 法    

自 殺 者 数  
×１ ０ ０ ，０ ０ ０ 人  

人 口（ １ ０ 月 １ 日 現 在 ） 
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(3) 性 別 ・ 年齢 別 の 特 徴   

ア  性 別 ・ 年齢 別 自 殺 者 数

青 梅 市 の 性 別・年 齢別自殺者数を厚生労働省「地域における

自殺 の 基 礎資 料 」 5の 平 成 ２ ５ 年 か ら 平 成 ２ ９ 年 の 合 計 値 でみ

ると、男性は５０歳代が１８人と最も多く、次いで４０歳代が

１５人となっています。  

ま た、女 性 は ８ ０ 歳 以 上 が １ ０人 と最も多く、次いで７０歳

代が９人となっています。  

全 体 的 に 高 齢者 層 の 自 殺 者 が多 く なっていますが、過去５年

を振り返ると若年層も一定数いることがわかります。（図５） 

5  厚 生 労 働 省 「 地 域 に お け る 自 殺 の 基 礎 資 料 」  

警 察 庁 の 自 殺 統 計 に も と づ い て 厚 生 労 働 省 が 集 計 ・ 公 表 を 行 っ て い る 統

計 資 料 。 （ 平 成 ２ ８ 年 ２ 月 ま で は 内 閣 府 が 行 っ て い た 。 ）  

本 計 画 で は 、 注 釈 が な い も の は 「 住 居 地 」 別 集 計 の デ ー タ を 採 用 し て い

る 。  

警 察 庁 「 自 殺 統 計 」  

総 人 口 （ 日 本 に お け る 外 国 人 も 含 む ） を 対 象 と し 、 発 見 地 を 基 に 自 殺 死

体 発 見 時 点 （ 正 確 に は 認 知 ） で 、 捜 査 等 に よ り 自 殺 で あ る と 判 明 し た 時 点

で 計 上 し て い る 。  
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 イ  性 別 ・年 齢 別 自 殺 死 亡率 6

性 別 ・ 年 齢 別 の 自 殺 死 亡 率 を 平 成 ２ ５年から平成２９年の

平均値でみると、どの年代でも男性の方が女性よりも高くな

っています。男性では８０歳以上が４５．７と一番高く、次

いで５０歳代が３９．６となっており、女性では、８０歳以

上が３２．３と一番高く、次いで７０歳代が２２．４となっ

ています。（図６）  

6自 殺 死 亡 率
人 口 １ ０ 万 人 当 た り の 自 殺 者 数 。 「 地 域 に お け る 自 殺 の 基 礎 資 料 」 に お

け る 自 殺 死 亡 率 で は 、 各 年 １ 月 １ 日 （ 平 成 ２ １ 年 か ら ２ ５ 年 は ３ 月 ３ １ 日 ）

現 在 の も の で 、 人 口 動 態 統 計 に お け る 算 出 に 用 い る 人 口 と は 異 な る 。
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 ウ  自 殺 者に お け る 年 齢 構成 の 比 較  

自 殺 者 の 年 齢構 成 を 全 国 、東 京 都 と比較をすると、２０歳未

満、５０歳代、８０歳以上が高い傾向にあります。（図７）  
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(4) 自 殺 者 の職 業 別 割 合  

  職 業 別 に自 殺 者 数 を み ると 、 青 梅 市 は就職していない層が７割

以上と、全国や東京都と比べ高い割合となっており、その内訳と

しては「その他無職者」が２６．３％と最も割合が高く、次いで

「年金・雇用保険等生活 者」が２５．６％、「主婦」が９．０％

となっています。（図８）  
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(5) 自 殺 者 にお け る 同 居 人 の有 無  

自 殺 者 に お け る 同 居 人 の 有 無 を み る と 、 青 梅 市 は 「 同 居 人 あ

り」が６９．２％と、東京都より高く、全国と同程度となってい

ます。（図９）  
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(6) 自 殺 者 の動 機 ・ 原 因

青 梅 市 民 の 自 殺 の 原 因 ・ 動 機 は 全 国 や 東 京 都 と 同 様 に 「 健 康

問 題 」 が ４ １ ． ４ ％ と 最 も 多 く 、 次 い で 「 経 済 ・ 生 活 問 題 」 が

１３．２％、「家庭問題」１０．９％の順になっています。また、

全国、東京都と比べて「健康問題」、「経済・生活問題」の割合

が高くなっています。（図１０）  
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(7) 自殺の企図場所・手段別自殺者の状況

  ア  自 殺 の 企 図 場 所

  青 梅 市 の 自 殺 者 に お け る 自 殺 の 企 図 場 所 は 「 自 宅 等 」 が    

５ ４ ．９ ％ 最 も 高 く な っ て いま す 。また、「海（ 湖）・河川等」

は１２．８％と全国、東京都と比較して高い割合になっていま

す。（図１１）
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 イ  自 殺 の企 図 手 段

青 梅 市 の 自 殺 者 に お け る 自 殺 の 企 図 手 段 は 「 首 つ り 」 が    

５ ７ ． ９ ％ と最 も 割 合 が 高 くな っ て います。また、全国、東京

都と比較して、「飛び降り」が２２．６％と高い割合となって

います。（図１２）
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(8) 自殺者の自殺未遂歴の状況  

自殺者のうち、「未遂歴あり」は１８ .０ ％と な っ て お り 、 全

国 お よ び 東 京都 と比較して若干低い割合となっています。  

（ 図 １ ３ ）  



17 

(9) 住居地・発見地別自殺者数の比較  

ア  住 居 地 ・発 見 地 別 自 殺 者数  

青 梅 市 民 の 自殺 者 数 で あ る「 住 居 地」自殺者数と市内で発見

された自殺者数である「発見地」自殺者数の推移をみると、「発

見地」が、「住居地」よりも多い傾向にあります。平成２９年

は「発見地」４０人に対し「住居地」２６人でした。この数値

は外来者の自殺が多いことを表しています。（図１４）  
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 イ  住 居 地・ 発 見 地 別 自 殺者 の 自 殺 企 図 場所  

自 殺 の 企 図 場 所 別 に 「 住 居 地 」 と 「 発 見 地 」 を 比 較 す る と 、

どちらも「自宅等」、「海（湖）・河川等」の順に割合が高く

なっていますが、「海（湖）・河川等」については、「住居地」

１ ２ ． ８ ％ に 対 し 「 発 見 地 」 ２ ２ ． ８ ％ と 大 き く な っ て お り 、

外来者の自殺企図場所が河川（橋りょうからの飛び降りを含む）

であることが推測できます。  

（ 図 １ ５ ）  
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２  ストレスに関する市民意識調査

複雑・ 多様 化 した 現代 社会 で は、 常 に 多く の スト レ ス にさ ら され

ています。ストレスそのものを なく す こと は困難 で あり 、上手 な対

処方法を身につけ、周囲との交 流や サ ポー トを通 じ て、 「ここ ろの

健康」の維持 が必要なこと から 、青梅 市 では 健康増 進 計画 にお いて、

「ストレスを感じている人」や 「悩 み や心 配事等 を 誰に も相談 しな

い人」を減少させることを目標 とし て 、様 々な取 り 組み を行っ てい

ます。

本計画では 、自殺者数に 関する統 計デ ータ だけ では なく 、第３次

健康増進計画策定時の市民意識 調 査 7において行 ったストレスに関 す

る 調 査 の結果（平成２６年２月 実施 ） も併 せて、 今 後の 市の自 殺対

策に役立てていきたいと考えて いま す 。  

7 第 ３ 次 健 康 増 進 計 画 策 定 時 の 市 民 意 識 調 査

  平 成 ２ ６ 年 ２ 月 、 次 期 計 画 の 策 定 の 資 料 と す る た め に 実 施 。 調 査 対 象 者

数 は 、 １ ８ 歳 か ら ７ ９ 歳 の 市 民 ２ ， ０ ０ ０ 人 、 有 効 回 収 票 数 は ７ ５ ２ 人 で

あ っ た 。

  本 計 画 で 参 考 に し て い る 「 ( 1 )ス ト レ ス が あ っ た と き の 対 処 法 」 は 、 上 記
調 査 に て 「 こ こ 1 ヶ 月 、 不 満 、 悩 み 、 苦 労 な ど に よ る ス ト レ ス が あ り ま し
た か ？ 」 と い う 問 い に 「 は い 」 と 答 え た 人 （ ４ ８ ２ 人 ） に 対 し て ス ト レ ス

の 対 処 法 を 聞 い た も の で あ る 。
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(1) ス ト レ スが あ っ た と き の対 処 法  

「テレビを見る、音楽を聴く」（４６．１％）という答えが

最も多く、「悩みを誰かに聞いてもらう」、「趣味を楽しむ」

が３０％台で続いています。なお、「特にない」は１．９％と

なっています。

(2) ス ト レ スを 抱 え た と き 、気 軽 に 相 談 できる相手  

「家族」（５８．５％）、「友人・知人」（５６．６％）と

いう答えが過半数と多く挙げられています。一方で、「誰にも

相談しない」が１０．５％となっています。  

11.0%

7.3%

7.1%

4.4%

1.9%

0.0%

12.9%

24.3%

25.9%

26.3%

29.0%

33.4%

36.5%

46.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

テレビを見る、音楽を聴く

悩みを誰かに聞いてもらう

趣味を楽しむ

楽観的に考える

自分で解決する

食べる

我慢する

飲酒 

運動する

たばこを吸う

その他

病院などの専門機関に相談する

特にない

無回答

総数：482

0.0%

10.5%

0.9%

1.3%

4.3%

6.4%

11.0%

56.6%

58.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

家族

友人・知人

職場の上司・同僚 

医師

その他

相談機関（相談員等） 

保健所・健康センター 

誰にも相談しない

無回答

総数：752
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(3) ま と め  

ス ト レ ス が あ っ た と き の 対 処 法 と し て ３ ６ ． ５ ％ の 人 が 「 悩

みを誰かに聞いてもらう」と回答し、気軽に相談できる相手とし

て「家族」、「友人・知人」が多くを占めています。

しかし一方で、１０ .５ ％ の人 が 「 誰 に も 相 談し な い 」 と回答

しています。  
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３  青梅市の自殺の特徴と課題

  自 殺 の 背景 に は 精 神 保 健上 の 問 題 だけ でなく 「 病気 の悩み 等の

健康問題 」、「 多重債務 等 の経 済 問題 」 、「 介 護や 子育 て 等の 家

庭問題」 といっ た様々な 要 因が あ り、 そ の原 因 を単 純化 す るこ と

はできな いと言 われてい ま す。 ま た、 自 殺の 多 くは 追い 込 まれ た

末の死で あり、 防ぐこと の でき る 社会 的 な問 題 です 。そ の ため 、

様々な課 題に対 して保健 ・ 医療 、 福祉 、 教育 、 労働 、そ の 他関 連

施策と有機的な連 携を図り自 殺者 の減 少に努 めることが必要 です。

前述の統 計デ ー タによる と、 青 梅 市 の自 殺 者数 は年 間 ３ ０ 人程

度で推移 してお り、年代 別 の状 況 とし て は、 自 殺者 数で は ４０ 歳

代や５０歳 代 が多 く、自殺 死 亡率 では８０歳 以上 の高 齢者が高く、

また、自 殺者に おける年 齢 構成 割 合で は 、東 京 都や 国と 比 較す る

と２０歳 未満も 多くなっ て いま す 。そ の ため 、 各年 代に 対 し、 そ

れぞれが抱える要因に沿っ た支 援を 行う ことが重 要で す。

また、青 梅市 の 自殺者を 職業 別 に み ると 、 就職 して い な い 者が

全体の７ 割以上 を占めて お り、 高 齢者 が 多い た め「 年金 ・ 雇用 保

険等生活 者」の 割合が高 い 傾向 に あり ま すが 、 「無 職者 」 、「 主

婦」、「失業者」も高くな って いま す。

さらに、 青梅 市 の自殺者 のう ち ６ ９ ．２ ％ が「 同居 者 あ り 」と

いう状況の一方で、「ここ ろと 健康」に 関す る市 民調 査結 果 では、

１０．５％の人が「悩みを誰に も相 談し ない」と 回答 して い ます。

そのため 、悩み を気軽に 相 談で き る各 種 窓口 の 周知 徹底 が 必要 で

あることがわかります。

また、 本 計画の 策定にあ たり 、 国 か ら提 供 さ れ た「 地 域 自 殺実

態プロファイル 8」では、青 梅市 の課 題と して「 高齢 者」、「 生活

困窮者」、 「無職者・失 業 者」 への 対策 が挙げら れて いま す。

このよう な デ ー タから 、 青梅 市 の課 題を 整 理し 、以 下 の よ うな

対策を重点 的に推進して い きま す。

8地 域 自 殺 実 態 プ ロ フ ァ イ ル
国 が 、自 殺 総 合 対 策 セ ン タ ー に お い て 作 成 し た 各 都 道 府 県 ・ 市 町 村 の 自 殺

の 実 態 を 分 析 し た も の 。
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■  子 ど も ・若 者 対 策

２ ０ 歳 未 満 の子 ど も ・若者世代はそのライフステージ（学校

の各段階）や立場（学校や社会とのつながりの有無等）ごとに

置かれている状況は異なっており、自殺に追い込まれている事

情も異なっていることから、それぞれの置かれている状況に沿

った対策が必要です。

 ■  高 齢 者対 策

高 齢 者 は 、 身体 機 能 の 低下や親しい人との死別等から閉じこ

もりやうつ状態になりやすいといった特徴があるため、多様な

背景や価値観に対応した支援や働きかけを行う対策が必要です。

 ■  無 職 者・ 失 業 者 ・ 生 活困 窮 者 対 策

働 き 盛りの４０歳代 、５０歳代の「無職者・失業者」や「生

活困窮者」は、経済的な問題だけでなく、傷病や障害、人間関

係といった経済的なもの以外の問題を抱えていたり、その背景

に虐待や性暴力被害、依存症等を抱えていたりする場合があり、

社会的に排除されやすい傾向にあります。

自殺リスクの高い人 たちであることを認識した上で、経済的

な問題だけでなく、その背景も踏まえて本人が抱えている問題

を把握し、効果的に対応できるような対策が必要です。

■  自 殺 手 段・ ハ イ リ ス ク 地 9対策

青 梅 市 は 、 外 来 者 が 多 く 、 そ の 自 殺 企 図 場 所 を み る と 、 国 、

東京都と比較して「海（湖）・河川等」の割合が高く、自殺の

ハイリスク地となっています。自殺の手段としては、関係機関

から河川にかかった橋りょうからの飛び込みが多いとの指摘も

9 ハ イ リ ス ク 地  

  自 殺 多 発 地 の こ と 。 東 京 都 地 域 自 殺 対 策 強 化 事 業 実 施 要 綱 で は 、 ① 「 比

較 的 立 入 が 用 意 な 一 般 の 公 共 の 場 所 で あ る こ と 」 、 ② 「 自 殺 の 場 所 と し て

利 用 さ れ や す く 、 そ の よ う な 場 所 と し て 知 ら れ て い る こ と 」 、 ③ 「 一 定 期

間 に お い て 、 当 該 場 所 で 発 見 さ れ た 自 殺 者 ま た は 自 殺 企 図 者 が 複 数 人 い る

こ と 」 と し て い る 。
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あります。そのため、外来者の自殺防止を進めるハイリスク地

対策は重要であると考えています。  
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第３章  青梅市における施策

自殺対策 は保 健 、医療 、 福祉 、 教 育 、労 働 、そ の他 の 関 連 施策

との有機的な連携が図られ、「 生き るこ との 阻害 要因」を 減ら し、

「生きることの促進要因」を 増や す「生 きる こ との 包括 的な 支援」

として実施されなければな りま せん 。  

   こ れ ま で も 青 梅 市 で は 、 多 様 な 問 題 に対 し て、 様々 な 相 談 窓口

の設置や地 域の 支 え 合い、 見 守 り体 制づ く りを 進 めて おり 、 自 殺

対策につながっていると考えま すが、本計 画 で は 、「 基本施 策」、

「重 点施 策 」の大きく２つの施 策としてまとめ 、一層の取り組 み

を進めていきます。  

※ 担 当 課 に つ い て は 、 平 成 ３ １ （ ２ ０ １ ９ ） 年 度 か ら の 名 称 を 記 載 し て い

ま す 。  

◆  「基本施策」  

国（自殺総合対策推進センター）が全国的に実施さ

れることが望ましいと示している４つの施策  

◆  「重点施策」  

青梅市の自殺の現状を踏まえ、特に強化すべき４つ

の施策  
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１  基本施策

(1) 地 域 に おけ る ネ ッ ト ワ ーク 強 化  

自 殺 対 策 に お い て は 、 医 療 、 保 健 、 生 活 、 教 育 、 労 働 等 に 関

する相談等、様々な関係機関の ネ ット ワー クづ くり が重 要です。

そのため、「 第４期青梅市地 域福祉 計 画」と 連 動し た地 域の 福祉

ネットワークを効果的に活用し て いけ るよ う、庁内 ネッ ト ワーク

の強化を図ります。  

ま た 「 健 康 増 進 計 画 」 で 進 め る 地 域 の 活 動 主 体 と の 連 携 を 進

める等、地域が幅広 く 連携 して生き る支 援を 推進 する こと や 自殺

を 防ぐ環境整備のための取り組 み の強 化を 図り ます 。  

取組内容  担 当 課  

民生委 員・児童委員等と連 携し 、地域 で日 常

的な見守りや助 け合いのネットワー クを強 化

します 。  

福 祉 総 務 課  

特 定 の 手 段 を用 い た 自 殺 や 、特 定 の地 域 で多

発する自殺の状況を把 握した機関 から収 集し

た情報 を、迅速に関係機関 に伝達す るこ とに

より、関係機関のネットワ ーク強化 を図 りま

す。

健 康課
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(2) 自 殺 対 策を 支 え る 人 材 の育 成  

自 殺 の 背 景 に は 、 様 々 な 悩 み や 生 活 上 の 困 難 が あ り 、 そ の よ

うな問題に対して早期 の「気づき」が重要となります。「気づき」

ができ、適切な支援につなげる人材を育成するため、必要な研修

等を実施します。  

取組内容  担 当 課  

こころの健康への理解を深め、ゲートキーパ

ー 10の 役 割 を 認 識 す る た め の 研 修 や 、 ゲ ー ト

キーパー養成講座等を行うことで、人材育成

に努めます。  

（ゲートキーパー養成講座等の開催  年３回）

健 康 課  

1 0 ゲ ー ト キ ー パ ー  

地 域 や 職 場 、 教 育 、 そ の 他 様 々 な 分 野 に お い て 、 身 近 な 人 の 自 殺 の サ イ

ン に 気 づ き 、 そ の 人 の 話 を 受 け 止 め 、 必 要 に 応 じ て 専 門 相 談 機 関 に つ な ぐ

等 の 役 割 が 期 待 さ れ る 人 。
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(3) 住民への啓発と周知  

自 殺 に 追 い 込 ま れ る と い う 危 機 は 「 誰 に で も 起 こ り 得 る 危 機 」

で す が 、危 機 に 陥 っ た 人 の 心 情 や 背 景 が 理 解 さ れ に く い 現 実 が あ

り ま す 。そ う し た 心 情 や 背 景 へ の 理 解 、悩 ん だ 時 の 相 談 先 、周 り

の 方 の 支 援 の 仕 方 等 、 自 殺 に 関 わ る 普 及 啓 発 を 行 っ て い き ま す 。 

ア  自 殺 対 策 強 化 月 間 に お け る 普 及 啓 発（「 自 殺 防 止 ！ 東 京 キ ャ

ン ペ ー ン 」 ）  

取組内容  担 当 課  

東 京 都 は 、 ９ 月 と ３ 月 を 自 殺 対 策 強 化 月

間 と し 、「 自 殺 防 止 ！ 東 京 キ ャ ン ペ ー ン 」

を 行 っ て い ま す 。 市 で も 重 点 的 に 普 及 啓

発 を 行 い ま す 。  

（ 強 化 月 間 に お け る 集 中 的 な 普 及 事 業 の

実 施  年 ２ 回 ）  

健 康 課  

広 報 や ホ ー ム ペ ー ジ 等 を 通 じ て 自 殺 に 関

す る 正 し い 知 識 や 相 談 体 制 の 周 知 を 図 り

ま す 。  

健 康 課  

イ  自 殺 予 防 に 関 す る 情 報 提 供   

取組内容  担 当 課  

誰 も が 自 殺 予 防 に 関 す る 情 報 を 容 易 に 入

手 で き る よ う 、 広 報 や ホ ー ム ペ ー ジ 、 関

係 機 関 の ネ ッ ト ワ ー ク 等 を 通 じ て 自 殺 予

防 に 関 す る 正 し い 知 識 ・ 的 確 な 情 報 を 包

括 的 に 提 供 し ま す 。  

健 康 課  

地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 拠 点 で あ る 市 民 セ ン

タ ー に お い て 、 周 知 物 の 配 布 や ポ ス タ ー

掲 示 に よ り 地 域 活 動 団 体 等 へ 啓 発 し ま す 。
市 民 活 動 推 進 課  
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  ウ  相 談 窓 口 の 周 知  

取組内容  担 当 課  

東 京 都 や 民 間 事 業 者 が 実 施 し て い る 電 話

相 談 や Ｓ Ｎ Ｓ 相 談 （ Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ ・ チ ャ ッ ト

相 談 ） 等 の 周 知 を 行 い ま す 。  

健 康 課  
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(4) 生 き る こと の 促 進 要 因 への 支 援  

自 殺 対 策 は 、 自 殺 に つ な が る 要 因 を 減 ら す 取 り 組 み だ け で は

な く 、生 き る こ と の 促 進 要 因 を 増 や す た め 、普 段 か ら 自 殺 リ ス ク

を 低 減 で き る よ う な 相 談 窓 口 ・ 支 援 体 制 の 充 実 を 図 り ま す 。  

取組内容  担 当 課  

こ こ ろ の 悩 み を 抱 え た り 、 自 殺 を 考 え て い

た り す る 人 や そ の 家 族 、 友 人 が 、 必 要 な と

き に 適 切 な 相 談 を 受 け ら れ る よ う 、 相 談 窓

口 の 把 握 ・ 周 知 に 努 め ま す 。  

健 康 課  

生 活 福 祉 課  

市 民 安 全 課  

就 労 問 題 、 経 済 問 題 、 生 活 問 題 等 、 様 々 な

悩 み に 応 え 、 生 活 の 基 盤 を 支 え る た め の 各

種 相 談 体 制 の 強 化 を 図 り ま す 。  

生 活 福 祉 課  

税 金 等 の 窓 口 に お い て 相 談 を 受 け る 中 で 、

多 重 債 務 の 状 況 を 早 期 に 捉 え 、 担 当 課 に 案

内 で き る よ う 窓 口 体 制 の 強 化 を 図 り ま す 。  

保 険 年 金 課  

市 民 税 課  

資 産 税 課  

収 納 課  

介 護 保 険 課  

多 様 な 窓 口 に お い て 、 多 重 債 務 の 状 況 を 早

期 に 捉 え 、 専 門 機 関 に つ な げ ら れ る よ う 、

多 重 債 務 問 題 対 策 の 研 究 を 重 ね て い き ま す 。

生 活 福 祉 課  

市 民 安 全 課  

多 重 債 務 問 題 対 策 の 研 修 を 受 講 す る 等 、 情

報 収 集 に 努 め 、 窓 口 体 制 を 強 化 し ま す 。  
市 民 安 全 課  

青 梅 市 図 書 館 資 料 選 定 基 準 、３ 類  社 会 科 学

の 社 会 病 理 に も と づ き 、 図 書 選 定 に つ い て

慎 重 に 対 応 し ま す 。  

社 会 教 育 課  
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取組内容  担 当 課  

緊 急 の 保 護 ま た は 自 立 の た め の 援 助 を 必 要

と す る 女 性 お よ び そ の 者 の 同 伴 す る 児 童 に

対 し 、 生 活 全 般 の 相 談 や 援 助 を 行 う と と も

に 、配 偶 者 等 か ら の 暴 力（ Ｄ Ｖ 11）や ス ト ー

カ ー 被 害 に 悩 ん で い る 人 に 対 す る 支 援 を 行

い ま す 。  

子ども家庭支援課 

配 偶 者 か ら の 暴 力 被 害 相 談 等 、 各 種 悩 み に

応 じ た 相 談 を 行 い ま す 。  
子ども家庭支援課 

消 費 生 活 に 関 す る 相 談 窓 口 を 開 設 し 、 相 談

者 を 法 律 関 係 機 関 等 へ つ な げ て い き ま す 。

ま た 、 東 京 都 と 連 携 し 、 特 別 電 話 相 談 「 多

重 債 務 １ １ ０ 番 」 を 行 い ま す 。  

市 民 安 全 課  

社 会 保 険 労 務 士 に よ る 労 働 相 談 を 月 １ 回 行

い 、 賃 金 、 労 働 時 間 、 退 職 、 解 雇 等 の 労 働

条 件 や 労 働 安 全 衛 生 等 の 労 働 問 題 に 関 す る

相 談 を 受 け 付 け ま す 。  

商 工 観 光 課  

犯 罪 被 害 者 等 か ら の 相 談 に 対 し て 、 担 当 者

が 話 を 聞 き 、 関 係 機 関 や 関 係 部 署 と の 調 整

を 行 い 、 包 括 的 に 支 援 し ま す 。  

市 民 安 全 課  

平 成 ３ ０ 年 度 に 作 成 し た 啓 発 用 リ ー フ レ ッ

ト を 活 用 し 、 多 様 な 性 へ の 理 解 促 進 に 努 め

ま す 。  

市 民 活 動 推 進 課  

相 談 支 援 事 業 を 通 じ て 精 神 障 害 者 へ の 相 談

支 援 を 行 い ま す 。  
障 が い 者 福 祉 課  

1 1  Ｄ Ｖ （ do m e s t i c  v i o l e n c e）  

   「 配 偶 者 や 恋 人 な ど 親 密 な 関 係 に あ る 、 ま た は あ っ た 者 か ら 振 る わ れ る

暴 力 」 の こ と 。  



32 

取組内容  担 当 課  

日 中 の 活 動 場 所 の 確 保 や 就 労 支 援 等 を 通 じ

て 、 地 域 に お け る 障 害 者 の 居 場 所 づ く り に

取 り 組 み ま す 。  

障 が い 者 福 祉 課  

入 院 患 者 に 対 し て 身 体 疾 患 に 合 併 し た 精 神

症 状 を 伴 う 場 合 等 に お い て 、 心 理 的 ケ ア を

行 い ま す 。  

医 事 課  

自 殺 未 遂 等 に よ り 身 体 疾 患 で 救 急 患 者 と し

て 搬 送 さ れ て き た 患 者 に 対 し て 、 各 診 療 科

医 師 と 精 神 科 医 師 が 連 携 を と り 、 精 神 症 状

を 併 発 し て い る 患 者 に 適 切 に 対 応 し ま す 。  

医 事 課  
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２  重点施策

(1) 子 ど も ・若 者 に 対 す る 支援  

ア  児 童 生 徒 の Ｓ Ｏ Ｓ の 出 し 方 に 関 す る 教 育 の 推 進    

 子 ど も が 現 在 起 き て い る 、ま た は 今 後 起 こ り 得 る 危 機 的 状 況

に 対 応 す る た め に 、適 切 な 援 助 希 求 行 動（ 身 近 に い る 信 頼 で き

る 大 人 に Ｓ Ｏ Ｓ を 出 す ）が で き る よ う に す る た め の 教 育 、お よ

び 身 近 に い る 大 人 が そ れ を 受 け 止 め 、支 援 が で き る よ う な 体 制

の 強 化 に 取 り 組 ん で い き ま す 。

取組内容  担 当 課  

適 切 な 援 助 希 求 行 動 が で き る よ う 「 命 の

大 切 さ を 実 感 で き る 教 育 」 、 「 様 々 な 困

難 ・ ス ト レ ス の 対 処 法 を 身 に 付 け る た め

の 教 育 」 、 お よ び 「 こ こ ろ の 健 康 の 保 持

に か か る 教 育 」 を 行 い ま す 。  

指 導 室  

イ  子ども・若者の抱えやすい課題に着目した相談や支援の充実   

取組内容  担 当 課  

若 者 や そ の 家 族 を 対 象 と し て 、幅 広 い 分

野 に ま た が る 若 者 の 問 題 の 相 談 を 受 け 、

適 切 な 支 援 に つ な ぐ こ と で 、若 者 の 自 立

を 後 押 し し ま す 。  

子ども家庭支援課 

ひ き こ も り で 悩 ん で い る 本 人 や 家 族 、友

人 等 か ら の 相 談 に 応 じ る と と も に 、支 援

機 関 に よ る 訪 問 相 談 等 を 行 い 、 ひ き こ も

り か ら 脱 す る 方 法 や そ の 他 支 援 機 関 の 紹

介 等 を 行 い ま す 。  

子ども家庭支援課 
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取組内容  担 当 課  

い じ め を は じ め 、 友 人 関 係 、 学 校 生 活 、

家 族 関 係 、 こ こ ろ の 悩 み 等 に つ い て 、 児

童 ・ 生 徒 や そ の 保 護 者 等 を 対 象 に 、 教 育

相 談 所 で 電 話 相 談 お よ び 来 所 相 談 を 行 い

ま す 。  

学 務 課  

Ｓ Ｎ Ｓ に よ る ト ラ ブ ル 等 に 対 し て 適 切 な

対 応 が で き る よ う 支 援 し ま す 。  

子ども家庭支援課 

学 務 課  

指 導 室  

子 ど も の 行 動 や こ こ ろ の 発 達 の 問 題 に 関

し て 、 本 人 や 家 族 、 教 員 等 か ら の 相 談 に

応 じ 、 問 題 の 早 期 発 見 、 早 期 治 療 を 図 り

ま す 。  

学 務 課  

ウ  Ｉ Ｃ Ｔ 1 2を 活 用 し た 若 者 へ の ア ウ ト リ ー チ の 強 化 等    

取組内容  担 当 課  

児 童 ・ 生 徒 が い じ め に つ い て 気 軽 に 相 談

で き る よ う 、メ ー ル を 活 用 し た 相 談 を 行

い ま す 。  

学 務 課  

1 2  Ｉ Ｃ Ｔ （ In f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n  T e c h n o l o g y）  

  情 報 ・ 通 信 に 関 す る 技 術 の 総 称 。 従 来 か ら 使 わ れ て い る Ｉ Ｔ に 代 わ る 言

葉 と し て 使 わ れ て い る 。  
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エ  社 会 全 体 で 若 者 の自 殺 リ ス ク を 低 減さ せ る た め の 取 り組 み   

取組内容  担 当 課  

子 育 て 世 代 包 括 支 援 セ ン タ ー（ 母 子 保 健

型 ）に お い て は 、す べ て の 母 子 と 関 わ り 、

心 身 の 状 態 を 把 握 す る 母 子 保 健 事 業 を 通

じ て 、要 支 援 状 態 に あ る 母 子 を 早 期 に 把

握 し 、 適 切 な 支 援 に つ な げ ま す 。 ま た 、

「 エ ジ ン バ ラ 産 後 う つ 病 質 問 票 （ Ｅ Ｐ Ｄ

Ｓ ） 」 を 活 用 し 、 出 産 後 間 も な い 産 婦 の

育 児 状 況 や 健 康 状 態 を 把 握 し ま す 。  

健 康 課  

保 護 者 会 や セ ー フ テ ィ 教 室 を 通 じ て 、子

ど も が イ ン タ ー ネ ッ ト や 携 帯 電 話 を 使 用

する際 の危 険 性 について情 報 提 供 を行 い、

正 し い 使 い 方 の 啓 発 を 行 う と と も に 「 Ｓ

Ｎ Ｓ 13家 庭 ル ー ル 」 づ く り を 推 奨 し 、 有

害 な 情 報 か ら 守 る 取 り 組 み を 行 い ま す 。

指 導 室  

子 育 て ひ ろ ば 等 の 、子 ど も や 保 護 者 が 気

軽 に 立 ち 寄 れ る 地 域 の 居 場 所 づ く り に 取

り 組 み ま す 。  

子 ど も 家 庭 支 援 課

児 童 虐 待 の 発 生 予 防 、 早 期 発 見 ・ 早 期 対

応 や 虐 待 を 受 け た 子 ど も の 適 切 な 保 護 ・

支 援 を 図 る た め 、児 童 相 談 所 等 関 係 機 関

と の 連 携 体 制 を 強 化 す る と と も に 、社 会

的 養 護 の 充 実 を 図 り ま す 。

子 ど も 家 庭 支 援 課

子 ど も 家 庭 支 援 セ ン タ ー や 子 育 て 世 代 包

括 支 援 セ ン タ ー に お い て 、妊 娠 期 か ら 子

育 て 期 に つ い て 電 話 で 相 談 で き る よ う 、

専 門 スタッフによる電 話 相 談 を行 います。

子 ど も 家 庭 支 援 課

1 3 Ｓ Ｎ Ｓ （ S o c i a l  N e t w o r k i n g  S e r v i c e）
  個 人 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 促 進 し 、 社 会 的 な ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 を

支 援 す る 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し た サ ー ビ ス の こ と 。
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取組内容  担 当 課  

東 京 都 が 「 青 少 年 の 健 全 育 成 を 阻 害 す る

図 書 類 」 と し て 指 定 し た 、 著 し く 自 殺 を

誘 発 す る 図 書 類 等 の 周 知 に 努 め ま す 。  

子ども家庭支援課 

青 梅 市 青 少 年 問 題 協 議 会 の青 少 年 健 全 育

成 事 業 を 通 じ て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト ・ 携 帯

電 話 等 の 悪 影 響 や 過 度 な の め り 込 み か ら

青 少 年 を 守 る た め 、各 家 庭 で の 利 用 に 関

す る ル ー ル 作 り を 支 援 し ま す 。  

子ども家庭支援課 
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(2) 高 齢 者 に対 す る 支 援  

   高 齢 者 の 自 殺 に つ い て は 、閉 じ こ も り や 抑 う つ 状 態 か ら 孤 立 ・

孤 独 に 陥 り や す い と い っ た 高 齢 者 特 有 の 課 題 を 踏 ま え つ つ 、様 々

な 背 景 や 価 値 観 に 対 応 し た 支 援 、 働 き か け を 行 い ま す 。  

  ア  包 括 的 な 支 援 の た め の 連 携 の 推 進  

取組内容  担 当 課  

見 守 り 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク 協 力 事 業 者 の 拡

充 に よ り 、地 域 で の 見 守 り の 目 を 増 や し 、

高 齢 者 の 異 変 を 早 期 に 発 見 で き る 体 制 づ

く り を 推 進 し ま す 。  

高 齢 者 支 援 課  

見 守 り 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 協 定 に も と

づ き 、 民 間 事 業 者 と 連 携 し 、 日 常 業 務 に

お い て 緩 や か な 見 守 り を 行 う ネ ッ ト ワ ー

ク を 充 実 し て い き ま す 。

高 齢 者 支 援 課

官 民 を 問 わ ず 、 多 様 な 機 関 と の 連 携 ・ 協

働 に よ る 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 機 能 強

化 に よ り 、 高 齢 者 の 実 態 把 握 に 努 め 、 高

齢 者 本 人 、 家 族 、 近 隣 住 民 か ら の 相 談 に

対 し て 総 合 的・ 専 門 的 な 視 点 か ら の 支 援

を 行 い ま す 。  

高 齢 者 支 援 課  

生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 を 通 じ て 、地 域 住

民 に よ る 見 守 り 体 制 の 強 化 に 努 め ま す 。
高 齢 者 支 援 課  
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取組内容  担 当 課  

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 取 組 に お い て 、

独 居 高 齢 者 、 高 齢 世 帯 、 多 問 題 家 族 、 認

知 症 等 を 抱 え る 高 齢 者 に 対 し 、 速 や か に

必 要 な サ ー ビ ス に つ な げ る こ と が で き る

よ う 、 民 生 委 員 、 キ ャ ラ バ ン メ イ ト 、 認

知 症 サ ポ ー タ ー 、 介 護 予 防 リ ー ダ ー 、 介

護 事 業 所 等 とのネットワー クを密 にして、

早 期 相 談 体 制 の 充 実 を 図 り ま す 。  

高 齢 者 支 援 課  

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 取 組 に お い て 、

医 療 ・ 介 護 等 の 関 係 機 関 と の 多 職 種 連 携

等 を 行 い 、 相 談 支 援 体 制 の 強 化 を 図 り ま

す 。 ま た 、 介 護 支 援 専 門 員 を 対 象 に 研 修

会 等 を 行 い ま す 。  

（ 研 修 会 の 実 施  年 １ 回 ）  

高 齢 者 支 援 課  

高 齢 者 の く ら し の 中 で 巻 き 起 こ る 悩 み ご

と や ト ラ ブ ル な ど に つ い て 、い つ で も 相

談 で き る 消 費 者 相 談 室 等 の 体 制 を 充 実 さ

せ て い き ま す 。  

ま た 、 青 梅 警 察 署 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ

ー 等 と 連 携 し 、高 齢 者 の 見 守 り 活 動 を 推

進 し て い く た め の 会 議 を 定 期 的 に 実 施 し

ま す 。  

（ 会 議 の 実 施  年 ３ 回 ）  

市 民 安 全 課  
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イ  地 域 に お け る 要 介 護 者 に 対 す る 支 援     

取組内容  担 当 課  

高 齢 者 が 要 介 護 状 態 に な っ て も 、 地 域 で

自 立 し た 生 活 が で き 、可 能 な 限 り 住 み 慣

れ た 地 域 で 生 活 し て い く こ と が で き る よ

う 、必 要 な 介 護 サ ー ビ ス が 受 け ら れ る 環

境 づ く り に 努 め ま す 。  

介 護 保 険 課  

高 齢 者 支 援 課  

ウ  高 齢 者 の 健 康 不 安 に 対 す る 支 援     

取組内容  担 当 課  

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 等 で 、 健 康 に 関 す

る 相 談 や 助 言 を 行 う こ と で 、 高 齢 者 自 ら

が 、 適 切 な 健 康 管 理 を 行 う こ と が で き る

よ う 支 援 し ま す 。  

高 齢 者 支 援 課  

健 康 課  

市 の 介 護 予 防 オ リ ジ ナ ル 体 操 で あ る「 梅

っ こ 体 操 」 の 普 及 等 、 介 護 予 防 運 動 の 普

及 ・ 啓 発 を 通 じ て 、 健 康 づ く り や 介 護 予

防 を 支 援 し ま す 。  

高 齢 者 支 援 課  

  エ  社 会 参 加 の 強 化 と 孤 独 ・ 孤 立 の 予 防  

取組内容  担 当 課  

高 齢 者 ク ラ ブ や シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー の

運 営 に 対 す る 支 援 を 通 じ て 、高 齢 者 が 社

会 で 活 躍 す る 機 会 を 拡 充 し ま す 。  

ま た 、高 齢 者 の 孤 独 ・ 孤 立 を 予 防 す る た

め に 、介 護 予 防 教 室 、交 流 事 業 等 を 行 い

ま す 。  

（ 介 護 予 防 教 室 の 実 施  年 ２ 回 ）  

高 齢 者 支 援 課  
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(3) 無 職 者 ・失 業 者 ・ 生 活 困窮 者 に 対 す る支援  

   働 き 盛 り の ４ ０ 歳 代 、 ５ ０ 歳 代 の 無 職 者 、 失 業 者 お よ び 生 活

困 窮 者 は 就 労 や 経 済 的 な 問 題 だ け で な く 、 疾 病 や 障 害 、 人 間 関

係 等 、就 労・経 済 以 外 の 問 題 を 抱 え て い た り 、そ の 背 景 に 虐 待 、

性 暴 力 被 害 、 依 存 症 等 の 多 様 か つ 広 範 な 問 題 を 複 合 的 に 抱 え て

い た り す る こ と が 多 い た め 、自 殺 リ ス ク の 高 い 傾 向 が あ り ま す 。  

   そ の た め 、 そ の 背 景 も 踏 ま え て 本 人 が 抱 え て い る 問 題 を 把 握

し 、 効 果 的 に 対 応 で き る よ う な 対 策 が 必 要 で す 。  

 ア  相 談 支 援 の 推 進  

取組内容  担 当 課  

生 活 の 困 り ご と や 不 安 を 抱 え て い る 方 の

相 談 を 受 け 、 ど の よ う な 支 援 が 良 い か 一

緒 に 考 え 、 具 体 的 な 支 援 計 画 の も と に 、

関 連 す る 部 署 や 機 関 と 連 携 し 、 相 談 者 に

寄 り 添 い な が ら 支 援 を 行 い ま す 。  

生 活 福 祉 課  

 イ  自 殺 対 策 と 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 制 度 と の 連 携  

取組内容  担 当 課  

自 立 相 談 機 関 で 把 握 し た 生 活 困 窮 者 の う

ち 、 自 殺 の リ ス ク が 高 い と 判 断 し た 者 に

つ い て は 、 精 神 医 療 機 関 受 診 支 援 や 専 門

相 談 窓 口 の 紹 介 等 の 適 切 な 支 援 を 早 期 に

行 い ま す 。  

生 活 福 祉 課  

ゲ ー ト キ ー パ ー 養 成 研 修 な ど の 自 殺 対 策

研 修 を 積 極 的 に 活 用 し 、 知 識 や 対 応 方 法

を 学 び 、 関 係 課 等 と よ り ス ム ー ズ な 連 携

を 図 り ま す 。  

生 活 福 祉 課  
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(4) 自 殺 手 段・ ハ イ リ ス ク 地と し て の 対 策  

   青 梅 市 は 山 間 部 や 河 川 部 等 が 多 く 、地 形 的 に 川 面 か ら 高 さ が あ 

る こ と か ら 、平 成 ２ ９ 年 か ら 関 係 機 関 が 構 成 員 と な る「 橋 梁 自 殺

対 策 協 議 会 」を 設 置 し 、橋 り ょ う か ら の 飛 び 降 り 防 止 対 策 に 取 り

組 ん で い ま す 。  

  ア  橋 り ょ う 自 殺 対 策  

取組内容  担 当 課  

自 殺 を 抑 制 す る 効 果 を 期 待 し て 、多 摩 川

に か か る 神 代 橋 の 橋 り ょ う の か さ 上 げ 工

事 を 東 京 都 に 要 望 し 、平 成 ３ ０ 年 度 に 完

成 し ま し た 。 引 き 続 き 奥 多 摩 橋 に つ い て

も か さ 上 げ 工 事 の 早 期 実 現 を 求 め て い き

ま す 。  

ま た 、 必 要 に よ り 、 他 の 橋 り ょ う の 安 全

対 策 に つ い て も 検 討 し ま す 。  

（ 橋 梁 自 殺 対 策 協 議 会 の 開 催  適 時 ）  

健 康 課  

  イ  青 梅 市 を 訪 れ る 方 へ の 普 及 啓 発  

取組内容  担 当 課  

平 成 ２ ８ 年 度 、市 内 Ｊ Ｒ 駅 舎 内 等 に 啓 発

看 板 を 設 置 し 、 啓 発 を 行 っ て い ま す 。 今

後 も 普 及 啓 発 の 充 実 を 図 り ま す 。  

健 康 課  
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第４章  計画の推進体制

 本 計 画 を 着 実 に 推 進 す る た め 、 青 梅 市 に お い て は 「 青 梅 市 健 康 増

進 計 画 庁 内 連 絡 会 議 」 を 通 じ て 調 整 を 行 い 、 関 係 部 局 が 連 携 を 図 っ

て い く と と も に 、 「 健 康 増 進 計 画 推 進 会 議 」 と 連 携 し な が ら 関 係 機

関 と 自 殺 対 策 を 進 め て い き ま す 。 計 画 の 進 ち ょ く 状 況 に つ い て は 、

「 健 康 増 進 計 画 推 進 会 議 」 に お い て 、 青 梅 市 健 康 増 進 計 画 と 併 せ 、

点 検 ・ 評 価 を 行 い ま す 。  

〇  青 梅 市 の役 割   

市 は 、 地 域 に お け る 自 殺 の 実 態 の 把 握 ・ 分 析 を 行 い 、 そ の 特 性

を 踏 ま え た 重 点 施 策 を 独 自 に 設 定 し 効 果 的 な 自 殺 対 策 に 取 り 組 み

ま す 。

  ま た 、 地 域 住 民 等 に 対 す る 普 及 啓 発 や 自 殺 の サ イ ン を 早 期 発 見

し 自 殺 を 予 防 す る た め の 人 材 育 成 を 行 う と と も に 、 地 域 の 関 係 機

関 や 相 談 窓 口 の 緊 密 な 連 携 体 制 を つ く り 、 自 殺 対 策 を 推 進 す る 役

割 を 担 っ て い ま す 。

〇  関 係 機 関・ 事 業 者 （ 団 体） の 役 割  

  保 健 所 ・ 警 察 等 の 公 的 機 関 や Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 等 の 民 間 事 業 者 は 、 そ

れ ぞ れ の 活 動 内 容 の 特 性 に 応 じ て 自 殺 対 策 に 取 り 組 む 中 で 、 問 題

解 決 に 向 け て 適 切 な 相 談 ・ 支 援 窓 口 等 に 結 び つ け る 体 制 を 構 築 す

る こ と が 必 要 で あ り 、 地 域 に お け る 連 携 体 制 を 構 築 す る 上 で 重 要

な 役 割 を 担 っ て い ま す 。

〇  市 民 の 役割  

自 殺 の 状 況 ・ 自 殺 対 策 の 重 要 性 に 対 し て 理 解 ・ 関 心 を 深 め 、 自

殺 に 対 す る 正 し い 認 識 を 持 ち 、 自 ら の こ こ ろ の 不 調 や 周 り の 人 の

こ こ ろ の 不 調 に 気 づ き 、 適 切 に 対 応 す る こ と が で き る よ う に す る

等 、 自 殺 予 防 の 第 一 歩 と し て 大 切 な 役 割 を 担 っ て い ま す 。  
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 本 計 画 を 実 効 性 の あ る も の と し て 推 進 す る た め に は 、計 画（ Plan）

の 進 捗（ Do）の 状 況 を 確 認・評 価（ Check）し 、ホ ー ム ペ ー ジ 等 を 通

じ て 市 民 に 公 表 す る な ど 、必 要 に 応 じ て 改 善（ Acti on）を 図 り ま す 。  

〔計画の 進行管 理のイメ ージ図 〕  

Ａ ｃ ｔ ｉ ｏ ｎ  
(改 善 )  

【 施 策 実 施 に お け る

問 題・課 題 へ の 対 応 】

Ｃｈｅｃｋ (評 価 )  

【 関 係 各 課 に よ る

自 己 評 価 】

【 進 行 管 理 組 織 に

よ る 評 価 】

Ｄｏ (実 行 )  

【 各 主 管 課 に よ る 施 策  

 の 実 施 、 関 係 各 課 の  

連 携 】  

Ｐｌａｎ (計 画 )  

【 市 民 参 加 に よ る

計 画 策 定 】

統 計 デ ー タ 収 集・ 市

民 意 識 調 査 ・ 団 体 ヒ

ア リ ン グ 等 に よ る 問

題 ・ 課 題 と 成 果 等 の

把 握

市 民 へ の 進 捗 状

況 や 成 果 の 公 表  

施 策 や 計 画 の 見 直 し  計 画 の 公 表  
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第５章  付属資料

資料１  青梅市健康増進計画推進会議設置要綱

１  設 置  

青 梅 市 の 健 康 づ く り に 関 す る 施 策 に つ い て 検 討 し 、 青 梅 市 健 康

増 進 計 画 （ 以 下 「 計 画 」 と い う 。 ） の 見 直 し お よ び そ の 円 滑 な 推

進 を 図 る た め 、 青 梅 市 健 康 増 進 計 画 推 進 会 議 （ 以 下 「 推 進 会 議 」

と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

２  所 掌 事 項  

推 進 会 議 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 所 掌 す る 。  

(1) 計 画 の 見 直 し お よ び 改 正 に 関 す る こ と 。  

(2) 計 画 の 推 進 に お け る 施 策 ・ 事 業 の 計 画 、 点 検 等 の 進 行 管 理  

に 関 す る こ と 。  

(3) そ の 他 健 康 づ く り 施 策 に 関 し 、 必 要 と 認 め ら れ る 事 項 に 関 す

る こ と 。  

３  組 織  

推 進 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 者 に つ き 、 青 梅 市 長 （ 以 下 「 市 長 」 と

い う 。 ） が 委 嘱 す る 委 員 10 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。  

(1) 学 識 経 験 者  １ 人  

(2) 医 療 保 健 関 係 者 の 代 表  ４ 人  

(3) 企 業 関 係 者 の 代 表  １ 人  

(4) 市 民 団 体 の 代 表  ２ 人  

(5) 公 募 の 市 民  ２ 人 以 内  

４  委 員 の 任 期  

委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と し 、 補 欠 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期

間 と す る 。 た だ し 、 再 任 は 妨 げ な い 。  

５  会 長 お よ び 副 会 長  

(1) 推 進 会 議 に 会 長 お よ び 副 会 長 を 置 く 。  

(2) 会 長 お よ び 副 会 長 は 、 委 員 が 互 選 す る 。  

(3) 会 長 は 、 推 進 会 議 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  
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(4) 副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の 職

務 を 代 理 す る 。  

６  会 議  

推 進 会 議 は 、 必 要 に 応 じ て 会 長 が 招 集 し 、 会 長 が 議 長 と な る 。 

７  意 見 の 聴 取 等  

推 進 会 議 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 の 出 席

を 求 め て 意 見 を 聴 き 、 ま た は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

８  報 告  

会 長 は 、 必 要 に 応 じ て 推 進 会 議 の 検 討 経 過 お よ び 検 討 結 果 を 市

長 に 報 告 す る 。  

９  守 秘 義 務  

委 員 は 、 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を

退 い た 後 も 、 ま た 、 同 様 と す る 。  

10 庶 務  

推 進 会 議 の 庶 務 は 、 健 康 担 当 課 に お い て 処 理 す る 。  

11 そ の 他  

こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 推 進 会 議 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 推 進 会 議 が 定 め る 。  

12 実 施 期 日 等  

(1) こ の 要 綱 は 、 平 成 23 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

(2) 第 ４ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、平 成 23 年 度 に 委 嘱 さ れ た 委 員 の

任 期 は 平 成 25 年 ３ 月 31 日 ま で と す る 。  
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資料２  青梅市健康増進計画推進会議委員名簿

＊  ◎ … 会 長 、 ○ … 副 会 長                

氏  名  選 出 区 分 現  職  

◎ 大 木  幸 子  学 識 経 験 者  杏 林 大 学 保 健 学 部  教 授 

○ 土 田  大 介  医療保健関係者の代表
一 般 社 団 法 人 青 梅 市 医 師 会  

副 会 長  

本 間  祥 継  〃  青 梅 市 歯 科 医 師 会  副 会 長  

岩 浪  登  〃  
一般社団法人青梅市薬剤師会 

会 長  

小 林  啓 子  〃  
東 京 都 西 多 摩 保 健 所  

地 域 保 健 推 進 担 当 課 長  

菊 池  一 夫  企 業 関 係 者 の 代 表  
株 式 会 社 クレアンスメアード 

代 表 取 締 役  

宮 口  泉  市 民 団 体 の 代 表  青梅市自治会連合会 副会長 

野 村  欣 史  〃  

青梅市スポーツ推進委員協議会 

副 会 長  

（平成３０年７月１日就任） 

永 井  寅 一  公 募 の 市 民   

任期：平成２９（２０１７）年９月１日から平成３１（２０１９）年８月３１日まで
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資料３  青梅市健康増進計画庁内連絡会議設置要綱

１  設 置  

青 梅 市 健 康 増 進 計 画 （ 以 下 「 計 画 」 と い う 。 ） を 円 滑 に 推 進

す る た め 、 青 梅 市 健 康 増 進 計 画 庁 内 連 絡 会 議 （ 以 下 「 連 絡 会 議 」

と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

２  所 掌 事 項  

連 絡 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 所 掌 す る 。  

( 1 )  計 画 の 推 進 に 関 す る こ と 。  

( 2 )  計 画 の 進 行 管 理 に 関 す る こ と 。  

( 3 )  そ の 他 健 康 施 策 に 関 し 、 必 要 と 認 め ら れ る 事 項 に 関 す る こ

と 。  

３  組 織  

連 絡 会 議 は 、 委 員 10人 を も っ て 組 織 し 、 次 の 職 に あ る 者 を こ

れ に 充 て る 。  

( 1 )  委 員 長  健 康 課 長  

( 2 )  副 委 員 長  ス ポ ー ツ 推 進 課 長  

( 3 )  委 員  企 画 政 策 課 長 、 保 険 年 金 課 長 、 高 齢 介 護 課 長 、 障 が

い 者 福 祉 課 長 、子 育 て 推 進 課 長 、子 ど も 家 庭 支 援 課 長 、学 務

課 長 お よ び 社 会 教 育 課 長  

４  委 員 長 の 職 務 お よ び 代 理  

( 1 )  委 員 長 は 、 連 絡 会 議 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

( 2 )  副 委 員 長 は 、委 員 長 を 補 佐 し 、委 員 長 に 事 故 が あ る と き は 、

そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

５  会 議  

( 1 )  連 絡 会 議 は 、 必 要 に 応 じ て 委 員 長 が 招 集 し 、 委 員 長 が 議 長

と な る 。  

( 2 )  委 員 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 を 会

議 に 出 席 さ せ 、 意 見 の 聴 取 ま た は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が

で き る 。  

６  報 告  
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委 員 長 は 、 必 要 に 応 じ て 連 絡 会 議 の 経 過 を 青 梅 市 長 に 報 告 す

る 。  

７  庶 務  

連 絡 会 議 の 庶 務 は 、 健 康 担 当 課 に お い て 処 理 す る 。  

８  そ の 他  

こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 連 絡 会 議 の 運 営 に 関 し 必 要 な

事 項 は 、 連 絡 会 議 が 定 め る 。  

９  実 施 期 日  

こ の 要 綱 は 、 平 成 22年 10月 1 2日 か ら 実 施 す る 。  

1 0  経 過 措 置  

( 1 )こ の 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 23年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

( 2 )こ の 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 26年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

( 3 )こ の 要 綱 の 一 部 改 正 は 、 平 成 30年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  
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資料４  青梅市健康増進計画庁内連絡会議委員

区  分 所  属  部  課

委 員 長 健 康 福 祉 部 健康 課 長

副 委 員 長 経済ス ポ ーツ部ス ポー ツ推 進課 長

委員 企画 部 企 画政策課 長

〃 市民 部 保 険年金課 長

〃 健康 福 祉 部高齢介 護課 長

〃 健康 福 祉 部障がい 者福 祉課 長

〃 子ど も 家 庭部子育 て推 進課 長

〃 子ど も 家 庭部子ど も家 庭支 援課 長

〃 教育 部 学 務課長

〃 教育 部 社 会教育課 長
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資料５  青梅市自殺総合対策計画策定の審議経過

(1)青 梅 市 健康 増 進 計 画 庁 内 連絡 会 議  

 開 催 月 日  会 議 要 旨  

第 １ 回  ７ 月  ３ 日  
青 梅 市 自 殺 対 策 計 画 （ 仮 称 ） 策 定 に 向 け

た今 後の 対応につ いて  

第 ２ 回  １ １ 月 １ ６ 日  青 梅 市 自 殺 総合 対 策 計 画 （ 案） に ついて  

第 ３ 回  １ ２ 月 ２ ７ 日  青 梅 市 自 殺 総合 対 策 計 画 （ 案） に ついて  

第 ４ 回  ２ 月 １ ５ 日  青 梅 市 自 殺 総合 対 策 計 画 （ 案） に ついて  

第 ５ 回  ３ 月 ２ ２ 日  
パ ブ リ ッ ク コメ ン ト の 結 果 につ いて

青梅 市自 殺総合対 策計 画（ 案） につ いて  

(2)青 梅 市 健康 増 進 計 画 推 進 会議  

 開 催 月 日  会 議 要 旨  

第 １ 回  ７ 月 １ ７ 日  
青 梅 市 自 殺 総 合 対 策 計 画 （ 仮 称 ） 未 定 稿

の報 告  

第 ２ 回  ２ 月 ２ ５ 日  
青 梅 市 自 殺 総 合 対 策 計 画 （ 素 案 ） に つ い

て  
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資料６  パブリックコメントについて

 青 梅 市 自 殺総 合 対 策 計 画 のパ ブ リ ッ クコ メント を 実施 しまし た。

１  意 見 募 集概 要  

  (1) 期 間  

平 成 ３ １ 年 ３ 月 １ 日 （金 ） か ら ３ 月 １４日 （ 木 ） まで

 (2) 周 知 方法  

『 広報 お う め 』 ３ 月 １日 号

 (3) 閲 覧 場所 等

各 市民 セ ン タ ー（ １ １ か所 ）、中 央 図書 館、行政情報コーナー、

健康センター、市ホーム ページ

 (4) 意 見 受付 方 法

閲 覧場 所 に備 え付 けの用 紙または市 ホー ムページからダウン

ロ ー ド し た 用 紙 へ 意 見 ・ 必 要 事 項 を 記 入 の う え 、 次 の い ず れ

かの方法で提出。

・直接健 康センター 窓口 へ提 出

・郵送

 ・ ファ ッ ク ス

 ・ 電子 メ ー ル

２  募 集 結 果

  期 間 中 、意 見 等 の 提 出 はな か っ た 。
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資料７  参考資料

・青梅市「健康づく り・食育に関す る市 民意 識調 査（平 成２ ６年 ）」

・東京都西多摩保健所「保健医 療 福祉 デー タ集（ 西多 摩保 健医 療圏）」

・自殺対策基本法

・自殺総合対策大綱

・厚生労働省「自殺統計：地域 にお け る自 殺の基 礎 資料 」

・厚生労働省「人口動態統計」
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